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より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため、木造建築関連基準の見直し、構造計算

適合性判定制度の見直し、容積率制限の合理化、建築物の事故等に対する調査体制の強化等の所要

の措置を講ずる。 

建築物において木材利用や新技術導入を促進するための規制緩和、建築関連手続きの

合理化、事故・災害対策の徹底など多様な社会経済的要請に的確に対応し、国民の安

全・安心の確保と経済活性化を支える環境整備を推進することが急務。 

法改正の必要性 

改正の概要 

■木造建築関連基準の見直し【21条・27 条】

 ○木材の利用を促進するため、耐火構造としなければならない３階

建ての学校等について、実大火災実験等により得られた新たな知

見に基づき、一定の防火措置を講じた場合には準耐火構造等にで

きることとする。  

■合理的な建築基準制度の構築 

１.構造計算適合性判定制度の見直し【6条の 3 等】 

３.新技術の円滑な導入に向けた仕組み【38条等】 

４.容積率制限の合理化【52条】  

１.定期調査・検査報告制度の強化【12 条～12 条の 3】 

２.建築物の事故等に対する調査体制の強化【15 条の 2等】 

建築基準法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 54 号） 

【実大火災実験により新たに得られた知見】

防火壁による延焼 

防止性能の検証 

①建築主が、審査者や申請時期を選択できるよう、指定構

造計算適合性判定機関等へ直接申請できることとする。

②比較的簡易な構造計算について、十分な能力を有する者

が審査する場合には、構造計算適合性判定の対象外とす

る。 

○特定行政庁等のみが承認することができる工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上の要件

を満たす場合には、指定確認検査機関が認めたときは仮使用できることとする。 

○現行の建築基準では対応できない新建築材料や新技術について、国土交通大臣の認定制度を創設

し、それらの円滑な導入を促進する。 

①容積率の算定に当たりエレベーターの昇降路の部分の床面積を延べ面積に算入しないこととする。

②住宅の容積率の算定に当たり地下室の床面積を延べ面積に算入しない特例を、老人ホーム等につい

ても適用する。 

○定期調査・検査の対象の見直し、防火設備等に関する検査の徹底や、

定期調査・検査の資格者に対する監督の強化等を図ることとする。 
防火戸

○建築物においてエレベーター事故や災害等が発生した場合に、国が

自ら、必要な調査を行えることとする。 

○国及び特定行政庁において、建築設備等の製造者等に対する調査を

実施できるよう調査権限を充実する。 

エレベーター

のワイヤロー

プ破断事故  

２.指定確認検査機関等による仮使用認定事務の創設【7条の 6 等】

■実効性の高い建築基準制度の構築 
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●「建築士法の一部を改正する法律」の概要 （平成26年法律第92号）

建築設計関係三団体※による「建築物の設計・工事監理の業の適正化及び建築主等へ
の情報開示の充実に関する共同提案」を踏まえ、書面による契約の義務化（ 300㎡ 超）、

管理建築士の責務の明確化、建築士免許証提示の義務化等の所要の措置を講ずる。

※ 公益社団法人日本建築士会連合会 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会及び公益社団法人日本建築家協会

法改正の必要性

※ 公益社団法人日本建築士会連合会、 般社団法人日本建築士事務所協会連合会及び公益社団法人日本建築家協会

建築物に関する現行の法制度では、設計等の業務を行う建築士事務所の契約責任
が不明確であり、建築紛争の増大・長期化等につながっている。また、建築士なりすまし
事案等が発生している。

このため 建築物の設計・工事監理の業務の適正化及び建築主等への情報開示を充

法改正の概要

このため、建築物の設計 工事監理の業務の適正化及び建築主等への情報開示を充
実する必要がある。

【 公布日：平成26年6月27日 施行日：公布後１年以内 】

■書面による契約等による設計等の業の適正化

① 延べ面積300㎡を超える建築物について、書面による契約締結の義務化。
【22条の３の３】

② 延べ面積300㎡を超える建築物について、一括再委託の禁止。【24条の３】

③ 国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化。
④ 設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化 【24条の９】

【22条の３の４】

■管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化

① 管理建築士の責務を下記のとおり明確化。【24条】

② 建築士事務所の開設者に対する管理建築士が述べる意見の尊重義務化。 【24条】

④ 設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化。【24条の９】

・受託する業務等の選定 ・業務の実施者の選定 ・提携先等の選定 ・事務所の技術者の管理

② 建築士事務所の開設者に対する管理建築士が述 る意見の尊重義務化。 【24条】

■免許証の提示等による情報開示の充実

① 建築主からの求めに応じた免許証提示の義務化。【19条の２】

② 建築士免許証の記載事項等（定期講習の受講履歴、顔写真）に変更があった場合
の書換え規定の明確化。【５条、10条の２の２】

■その他改正事項

■建築設備に係る業務の適正化

法律上に「建築設備士」の名称を規定し、建築士が延べ面積2,000㎡を超える建築物
の建築設備について建築設備士の意見を聴くことを努力義務化。【２条、18条】

■その他改正事項
① 建築士事務所に係る欠格要件及び取消事由に、開設者が暴力団員等であることを

追加。【23条の４】

② 建築士に対する国土交通大臣・都道府県知事による調査権の新設。【10条の２】

③ 建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務化（３ヶ月以内）。【23条の５】

2


